
１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

出産・ 子育て応援給付金

生駒市出産・ 子育て応援給付金交付要綱

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 健康課

補助金の導入経緯・ 目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

妊娠から 出産・ 子育てまで、 一貫し た伴走型相談支援と 経済的支援を両立するこ と を
目的と し た事業のため、 交付対象事業はない。

（ 補助対象と なる 経費を 具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

妊娠から 出産・ 子育てまで、 一貫し た伴走型相談支援と 経済的支援を両立するこ と を
目的と し た事業のため、 交付対象経費はない。

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
国の制度に基づく 補助金であるため、 一旦3年で終期を設定し 制
度を見直す

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かる よう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を 超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

R9年度

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する。 ）

成果指標 単位

現状値

終期 令和8年3月31日

R7年度R6年度 R8年度 R10年度

・ 出産応援給付金： 妊娠1回あたり 50, 000円
・ 子育て応援給付金： 出生し た児童1人当たり 50, 000円

それぞれ50, 000円

国の出産子育て応援交付金事業に基づく

（ 補助金を 導入し た経緯や補助金交付の目的を 具体的に記入する 。 ）

全ての妊婦・ 子育て世帯が安心し て出産・ 子育てできるよう 、 妊娠の届出や出生の届
出を行っ た妊婦・ 子育て世帯等に対し 、 出産応援給付金及び子育て応援給付金を交付
する。 給付金の申請を、 市が実施する面談の後に受付するこ と で、 伴走型相談支援と
経済的支援の両立を目的と する。
（ 補助金の交付対象者を 具体的に記入する。 ）

給付金に係る申請日時点で本市に住所を有する者のう ち、 以下の者
・ 出産応援給付金: 妊娠の届出をし た妊婦（ 産科医療機関等を受診し 、 妊娠の事実を確
認し た者又は妊娠し ているこ と が明ら かである者に限る｡）
・ 子育て応援給付金: 出生し た児童であっ て、 本市に住所を有する者を養育する者

（ 補助金の交付対象事業を 具体的に記入する 。 事業費補助でない場合は、 その理由を 記入する。 ）
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( 成果指標を 設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準による検証

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

73, 329

61, 106

0

12, 223

R6予算額

70, 035

58, 527

0

11, 508

69, 145

12, 223 14, 542 8, 576

0 0 0

73, 329

61, 106 76, 651

執行率

91, 193 77, 721 85. 2% 0

執行率 R3予算額

面談を要件と する 補助金の設定によ り 、 全ての妊婦・ 子育て世帯を 伴走型子育て支援につなげる

R4予算額

0. 0%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

0

R4決算額

Ａ 　 大いにある

Ｂ 　 一定程度認めら れる

( 1)  公益性

Ｂ 　 一定程度期待でき る

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替など）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ｂ 　 今後検討する必要がある

出産応援給付金は、 妊娠期に出生届と 面談を 行う こ と で交付申請が可能と なる 。 子育て応援給付金は、 出生後の面談の
後、 交付申請が可能と なる 。 そのため、 妊娠届出時から 妊婦・ 子育て家庭に寄り 添い、 相談の随時受付等の必要な支援と
あわせて経済的支援ができ る ため、 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながる と 考えら れる 。

妊婦健康診査補助を 実施し ており 、 かつ 住民基本台帳を 有する市が関与する こ と で、 全ての妊婦・ 子育て家庭への支援
が可能になる こ と から 妥当性はある と 考えら れる 。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待できるか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を 含めて記入）

出産応援給付金は、 妊娠期の面談後に交付申請を 受ける 。 子育て応援給付金は、 出生後の面談の後、 交付申請を 受ける 。
面談が補助金交付の要件と なっ ているため、 利用可能な行政サービ スや関係機関の説明や資料の提供が可能と なり 、 さ ら
に交付金の給付によ り 経済的支援も 行う こ と ができ る ため、 一定の効果が得ら れる 。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

妊娠届・ 出産届のあっ た全ての妊婦・ 子育て世帯と 面談を 行い、 給付につながっ ている
572件、 28, 700, 000円（ 10/26申請受付分まで）

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

核家族化が進み、 地域と のつながり も 希薄と なる 中で、 孤立感や不安感を 抱く 妊婦・ 子育て家庭も 少なく ない。 全ての妊
婦・ 子育て家庭が安心し て出産・ 子育てができ る 環境整備が昨今の課題である ため、 社会情勢や市民ニーズに適合し てい
る と 考えら れる 。

第６ 次生駒市総合計画第2期基本計画においても 、 子育て世帯が住みやすい環境づく り を 行う こ と を 課題と し ており 、 経
済的支援の充実に資する 本施策は市の基本的な政策方針に合致し ている と いえる。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

前例のない交付金のため、 現金給付を実施し ている が、 今後は商品券（ ク ーポン） の支給等の方法を検討する 余地があ
る 。
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６ 　 令和6年度の方向性

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を記載し た
実績報告が提出さ れているか。

再交付の金額、 内容

再交付を行っ ている理由

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

Ａ 　 目的どおり である

再交付先の名称、 件数等

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

② 領収書又は契約書の写し 等を添付さ せているか。 ×

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数

場所や備品、 消耗品等を 無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を 行っ ている
有料施設等の使用料補助を 行っ て
いる

該当なし

( 5)  実績報告等

×
面談を 交付の要件と し ている こ と から 、 申請が
実績報告を兼ねている

補助対象経費を 定めていないため

―

う ち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を 行っ ている

その他
（ ある場合は右欄に内容を 記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある場合、 そのよう な支援を行っ ている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る 。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営への
努力を し ている 。

② 交付団体等において適正な監査機能を 有し ている 。

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

①現状維持

判断理由

全ての妊婦・ 子育て家庭が安心し て出産・ 子育てができ る環境整備のために、 妊娠から 出産・ 子
育てまで、 一貫し た伴走型相談支援と 経済的支援を両立するこ と を目的と するため、 補助を継続
する必要があると 考えら れる。

方向性

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度
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１ 　 補助金の基本データ

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

不育症治療費助成金

生駒市不育症治療費助成事業実施要綱

補助率・ 補助単価

所属 健康課

補助金の導入経緯・ 目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

不育症の検査及び治療を 受けた者に対し 、 予算の範囲内においてそれら に要し た費用
の一部を 助成する

（ 補助対象と なる経費を具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を記入する。 ）

産婦人科等を 標ぼう する 日本国内の医療機関において不育症又は不育症の可能性があ
る と 診断さ れた者が、 当該医療機関において受ける 検査及び治療に係る 費用

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠

現在、 国の施策と し て特定不妊治療に係る 経費の助成事業は行
われている が、 不育症の治療に係る経費については助成事業が
なく 、 子ども を 望んでいる が、 なかなか出産に至ら ない夫婦に
と っ て経済的負担が大き く なっ ている 。 子ども を 望む夫婦の希
望の実現を 図る ために、 国の動向等に応じ ながら 、 費用自体を
助成し 経済的支援を するこ と が継続的に必要と 考えら れる た
め。

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かるよう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

（ 補助金の終期と 設定し た理由を具体的に記入する。 終期を設定でき ない場合は、 その理由を記入する。 ）

終期 設定でき ない

一治療期間ごと に助成の対象と なる費用（ 高額療養費の支給及
び付加給付を受けた場合は、 当該合計額から 当該給付額等を 控
除し た額。 ） に２ 分の１ を 乗じ て得た額（ その額に1, 000円未満
の端数があると き は、 こ れを 切り 捨てた額） と し 、 上限を
150, 000円と する 。

150, 000円

（ 補助金を導入し た経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。 ）

現在、 国の施策と し て特定不妊治療に係る経費の助成事業は行われているが、 不育症
の治療に係る 経費については助成事業がなく 、 子ども を 望んでいる が、 なかなか出産
に至ら ない夫婦にと っ て経済的負担が大き く なっ ている 。
子ども を 望む夫婦の希望の実現を 図る こ と を 目的に不育症の検査及び不育症治療に係
る 費用の助成を 行う 。
（ 補助金の交付対象者を具体的に記入する。 ）

次に掲げる 全ての要件を 満たす者
( 1) 治療期間中及び申請日において、 法律上の婚姻を し ている 夫婦（ 婚姻の届出を し
ていないが事実上婚姻関係と 同様の事情にある 者を 含む。 ） である こ と 。
( 2) 治療期間中及び申請日において、 夫婦のう ちいずれかが、 本市に住民登録を有す
る 者である こ と 。
( 3) 治療期間中及び申請日において、 夫婦のいずれも が医療保険各法に規定する被保
険者、 組合員又は被扶養者である こ と 。
( 4) 申請日の前々月の月末において、 夫婦のいずれも が、 本市に納付すべき 税を滞納
し ていないこ と 。
( 5) 治療開始日における 妻の年齢が43歳未満である こ と 。

（ 補助金の交付対象事業を具体的に記入する。 事業費補助でない場合は、 その理由を記入する。 ）
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２ 　 成果指標

①

②

①

②

( 成果指標を設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準によ る 検証

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

1, 200

1, 200

R6予算額

1, 350

1, 350 1, 200 720 415 600 254

1, 200

執行率

720 415 57. 6% 600

目標年度目標値

執行率 R3予算額

不育症治療費を 助成するこ と で、 妊娠出産を 実現でき る夫婦の増加を図る。

R4予算額

R9年度

成果指標 単位

現状値 R7年度

42. 3%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ている か。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ている か。

254

R4決算額

R6年度 R8年度 R10年度

Ａ 　 大いにある

( 1)  公益性

① 市が関与する 妥当性はある か。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替な
ど）
（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

不育治療の経済的負担の軽減を 図るこ と で、 次世代育成支援の一環と なっ ていると 考えら れるため。

現在、 国の施策と し て特定不妊治療に係る 経費の助成事業は行われているが、 不育症の治療に係る経費については助
成事業がなく 、 子ども を 望んでいるが、 なかなか出産に至ら ない夫婦にと っ て経済的負担が大き く なっ ている。
不育症治療費を 市が関与し て助成するこ と で、 妊娠出産を 実現でき る夫婦の増加が期待でき ると 考えら れるため。

Ａ 　 合致し ている

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

10/31現在、 5件437, 000円（ 令和4年度は、 6件の助成に対し て、 6件の出生。 （ 100％） ）

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

望んでいるにも 関わら ず、 子ども に恵まれない夫婦は、 約10組に1組と も いわれている。 ただ、 不育症の治療に係る経
費については助成事業がなく 、 子ども を望んでいるが、 なかなか出産に至ら ない夫婦にと っ て経済的負担が大き く
なっ ている。 不育治療に要する費用を 助成する本事業は社会情勢や市民ニーズに適合し ていると 考えら れるため。

市と し ても 取り 組んでいる少子化対策の一環になっ ていると 考えら れるため。

( 2)  必要性

不育症治療のためには、 高額な医療費がかかるため、 まずその費用自体を 助成し 経済的支援を するこ と が必要と 考え
ら れるため。
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を 記載し た
実績報告が提出さ れている か。

再交付の金額、 内容

Ｂ 　 一定程度認めら れる

再交付を行っ ている理由

Ｂ 　 一定程度期待でき る

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

Ａ 　 目的どおり である

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待でき る か。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を含めて記入）

令和2年度において、 不育症治療費助成事業の申請者の出生率が80％であっ たこ と を 踏まえると 、 本事業による補助金
の交付の効果が認めら れると 考えら れるため。

再交付先の名称、 件数等

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ている か。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を 行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

② 領収書又は契約書の写し 等を 添付さ せている か。 〇

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている 助成（ 該当項目全てに〇）

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  団体等の構成人数

場所や備品、 消耗品等を無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を行っ ている
有料施設等の使用料補助を 行っ て
いる

該当なし

( 5)  実績報告等

× ②を も っ て実績報告と みなす

―

う ち 前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち 臨時職員

市が事務局業務を 行っ ている

その他
（ ある場合は右欄に内容を記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある 場合、 そのよ う な支援を 行っ ている 理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営へ
の努力を し ている。

② 交付団体等において適正な監査機能を 有し ている。

( 7)  補助金交付先に対する 市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度

3 / 4 ページ



６ 　 令和6年度の方向性

①現状維持

判断理由

現在、 国の施策と し て特定不妊治療に係る経費の助成事業は行われているが、 不育症の治療に係
る 経費については助成事業がなく 、 子ども を 望んでいる が、 なかなか出産に至ら ない夫婦にと っ
て経済的負担が大き く なっ ている 。 子ども を 望む夫婦の希望の実現を 図るために、 国の動向等に
応じ ながら 、 費用自体を 助成し 経済的支援を する こ と が継続的に必要と 考えら れる ため。

方向性
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１ 　 補助金の基本データ

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

妊婦一般健康診査等補助金

生駒市妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査（ １ か月児） 事業の実施及び費用助成要綱
生駒市新生児聴覚検査事業の実施及び費用助成要綱

補助率・ 補助単価

所属 健康課

補助金の導入経緯・ 目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

母子保健法（ 昭和４ ０ 年法律第１ ４ １ 号） 第１ ３ 条の規定に基づく 妊産婦及び乳児
（ １ か月児） に対する一般健康診査、 新生児聴覚検査

（ 補助対象と なる経費を具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を記入する。 ）

妊婦健康診査、 産婦健康診査、 乳児健康診査（ 1か月児） 、 新生児聴覚検査に要する
費用

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠

妊婦一般健康診査等の受診及びその費用助成の対象者は市民で
あり 、 市民の健康を 守るも のであるから 市が関与する 必要があ
る 。 補助を 行う こ と で、 経済的負担感を 抱える 妊婦が妊婦健診
を 受診する こ と ができ 、 母体及び胎児への身体的リ スク 軽減の
一助と なっ ている と 考える 。 また、 産後における 健診について
も 同様のこ と がいえる 。 妊娠は継続的なも のではなく 、 かつ、
一人当たり 複数回妊娠する 可能性も ある こ と から 、 その都度こ
の目的を 達成する ために費用補助をする 必要がある こ と から 継
続と 判断する。

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かるよう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

（ 補助金の終期と 設定し た理由を具体的に記入する。 終期を設定でき ない場合は、 その理由を記入する。 ）

終期 設定でき ない

妊婦健康診査： 110, 000円
産婦健康診査： 10, 000円
乳児健康診査（ 1か月児） ： 5, 000円
新生児聴覚検査： 5, 000円

上記補助単価は補助券を交付し ており 、 1度の健診に使用でき る
補助券の枚数は券種により 制限さ れている が、 補助上限と し て
は、 健診費用と 補助券額を 比較し て小さ い方の額

妊産婦健診等は一般的に保険適用外であり 、 高い自己負担率を
軽減する も のである ため

（ 補助金を導入し た経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。 ）

母子保健法第13条の規定に基づく 妊産婦及び乳児（ 1か月児） に対する 健康診査が適
切に実施さ れる よ う 、 その費用に対し て助成を 行う こ と によ り 、 妊娠時の異常を 早期
に発見する など適切な援助等を行い、 妊産婦及び乳児の健康管理及び母子保健の増進
を 図る こ と を 目的と する 。 また、 聴覚障害によ る 音声言語発達等への影響を 最小限に
抑える ため、 新生児聴覚検査を実施し 、 その検査に要する 費用を助成するこ と で、 新
生児等の聴覚障害の早期発見及び早期療育を 図る こ と を 目的と する 。

（ 補助金の交付対象者を具体的に記入する。 ）

・ 市の住民基本台帳に記録さ れている 妊産婦又は乳児
・ 聴覚検査の未受検者であっ て、 その受検する 日において次のいずれかに該当する 乳
児の母親のう ち 、 本市の住民基本台帳に記録さ れている も の
( 1) 本市の住民基本台帳に記録さ れている 生後６ ０ 日に達する までの間にある 者（ 住
民基本台帳への記録がさ れる までの間 にある 者を 含む｡）
( 2) 本市の住民基本台帳に記録さ れていない、 生後６ ０ 日に達する までの間にある 者
であっ て、 市に居住 し ている 実態を確認する こ と ができ たも の

（ 補助金の交付対象事業を具体的に記入する。 事業費補助でない場合は、 その理由を記入する。 ）
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２ 　 成果指標

①

②

①

②

( 成果指標を設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準によ る 検証

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

1, 699

80

1, 619

R6予算額

2, 690

2, 690 2, 522 2, 116 1, 433 2, 116 1, 574

2, 522

執行率

2, 116 1, 433 67. 7% 2, 116

目標年度目標値

執行率 R3予算額

費用助成を行う こ と により 、 妊娠時の異常を 早期に発見するなど適切な援助等を 行い、 妊産婦及び乳児の健康管理及び母子
保健の増進を 図る。

R4予算額

R9年度

成果指標 単位

現状値 R7年度

74. 4%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ている か。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ている か。

1, 574

R4決算額

R6年度 R8年度 R10年度

Ａ 　 大いにある

( 1)  公益性

① 市が関与する 妥当性はある か。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替な
ど）
（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

補助金を 交付するこ と で、 母子保健法第13条の規定に基づく 妊産婦及び乳児（ 1か月児） に対する健康診査、 また、 新
生児聴覚検査が適切に実施さ れ、 妊娠時の異常を 早期に発見するなど適切な援助を 行い、 母性の健康維持及び健康増
進を 図れていると 判断し たため。

妊婦一般健康診査等の受診及びその費用助成の対象者は市民であり 、 市民の健康を 守るも のであるから 市が関与する
必要がある。

Ａ 　 合致し ている

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

1, 157件　 1, 699千円

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

産後う つや虐待と の問題が生じ ている現在において、 その対策と し て妊娠期から 出産、 子育て期まで、 切れ目ない支
援ができ る環境づく り が急務と なっ ている 。 妊婦一般健康診査等を 受診し やすい環境整備を 行う こ と が切れ目ない支
援づく り の一助と なっ ているため。

第６ 次生駒市総合計画第2期基本計画においても 、 子育て世帯が住みやすい環境づく り を 行う こ と を 課題と し ており 、
経済的支援の充実に資する本施策は市の基本的な政策方針に合致し ていると いえる。

( 2)  必要性

妊婦健診等を 実施する日本国内の医療機関すべてに委託するこ と ができ ないため、 代替え策はない。
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を 記載し た
実績報告が提出さ れている か。

再交付の金額、 内容

Ｂ 　 一定程度認めら れる

再交付を行っ ている理由

Ｂ 　 一定程度期待でき る

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

Ａ 　 目的どおり である

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待でき る か。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を含めて記入）

具体的な数値はないが、 妊婦一般健康診査費等補助を 行う こ と で、 経済的負担感を 抱える妊婦が妊婦健診を 受診する
こ と ができ 、 母体及び胎児、 また新生児、 乳児への身体的リ スク 軽減の一助と なっ ていると 考える。

再交付先の名称、 件数等

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ている か。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を 行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

② 領収書又は契約書の写し 等を 添付さ せている か。 〇

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている 助成（ 該当項目全てに〇）

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  団体等の構成人数

場所や備品、 消耗品等を無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を行っ ている
有料施設等の使用料補助を 行っ て
いる

該当なし

( 5)  実績報告等

× ②を も っ て実績報告と みなす

―

う ち 前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち 臨時職員

市が事務局業務を 行っ ている

その他
（ ある場合は右欄に内容を記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある 場合、 そのよ う な支援を 行っ ている 理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営へ
の努力を し ている。

② 交付団体等において適正な監査機能を 有し ている。

( 7)  補助金交付先に対する 市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度
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６ 　 令和6年度の方向性

①現状維持

判断理由

妊婦一般健康診査の受診及びその費用助成の対象者は市民であり 、 市民の健康を 守るも のである
から 市が関与する 必要がある 。 補助を 行う こ と で、 経済的負担感を 抱える妊婦が妊婦健診を 受診
する こ と ができ 、 母体及び胎児への身体的リ スク 軽減の一助と なっ ていると 考える 。 また、 産後
における 健診についても 同様のこ と がいえる 。 妊娠は継続的なも のではなく 、 かつ、 一人当たり
複数回妊娠する 可能性も ある こ と から 、 その都度こ の目的を 達成する ために費用補助を する 必要
がある こ と から 継続と 判断する。

方向性
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１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

生駒市妊娠判定受診料補助金

生駒市妊娠判定受診料補助事業実施要綱

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 健康課

補助金の導入経緯・ 目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

初回の産科受診料の費用の助成

（ 補助対象と なる経費を具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を記入する。 ）

妊娠判定で受診し た診察、 尿検査及び超音波検査の費用

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
妊娠初期から の支援体制を 確保するも のであり 、 終期を 設定で
き るも のではない

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かるよう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

R9年度

（ 補助金の終期と 設定し た理由を具体的に記入する。 終期を設定でき ない場合は、 その理由を記入する。 ）

成果指標 単位

現状値

終期 設定でき ない

R7年度R6年度 R8年度 R10年度

妊娠判定に関し 各医療機関が定める額と する 。 ただし 、 １ 回あ
たり の公費負担額の上限は７ ， ０ ０ ０ 円。 同一対象者に対する
妊娠判定の公費負担回数は、 １ 年度２ 回まで。 ただし 、 １ 回目
の妊娠判定検査によ っ ても 妊娠が判明せず２ 回目の申請があっ
た場合は、 対象者に妊娠に関する 情報提供、 指導を 行う 。

１ 回あたり 7, 000円

妊娠検査は保険適用外と なり 、 高い自己負担率を 軽減する も の
である ため

（ 補助金を導入し た経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。 ）

妊娠についての正し い理解を 深め、 母体や胎児の健康の保持及び増進を 図る う えで、
妊婦健康診査は非常に重要なも のと なっ てき ている 。 妊娠に関する経済的負担を 軽減
し 、 未受診妊婦の解消を 図るこ と を 目的と し て、 妊娠判定受診料の公費負担を 行う 。

（ 補助金の交付対象者を具体的に記入する。 ）

妊娠判定受診日に生駒市民であり 、 世帯の構成員（ 対象者本人及び対象者と 扶養義務
関係がある者に限る 。 ） の当該年度の市民税（ 当該年度の市民税が確定し ていない場
合は、 前年度の市民税） が非課税である世帯に属する女性。

（ 補助金の交付対象事業を具体的に記入する。 事業費補助でない場合は、 その理由を記入する。 ）

1 / 4 ページ



( 成果指標を設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準によ る検証

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

10

4

6

R6予算額

21

21 14 14 0 14 0

14

執行率

14 0 0. 0% 14

執行率 R3予算額

妊娠に関する経済的負担を軽減し 、 未受診妊婦の解消を図る。

R4予算額

0. 0%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

0

R4決算額

Ａ 　 大いにある

Ｂ 　 一定程度認めら れる

( 1)  公益性

Ｂ 　 一定程度期待でき る

① 市が関与する 妥当性はある か。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ｃ 　 ある

妊娠に関する経済的負担の軽減を図るこ と で、 次世代育成支援の一環と なっ ていると 考えら れるため。

妊娠判定に係る経費については助成事業が他になく 、 経済的な理由で受診を控える夫婦も 少なく ない現状がある。 妊娠
を確認する初回の受診料を市が関与し て助成するこ と で、 妊娠初期から の支援体制を確保するこ と が出来るため、 継続
する必要がある。 令和5年4月から 1万円を上限と し た国の補助が開始し たが、 直接補助ではなく 、 間接補助であるた
め、 市の関与は今後も 必要である。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待でき るか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を含めて記入）

具体的な数値はないが、 初回の産科受診の費用助成を行う こ と で、 受診控えが少なく なり 、 妊娠初期から 子育てまでの
切れ目のない支援につながると 考えら れるため

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

2件　 10千円

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

健やかな妊娠・ 出産を迎えるためには妊娠初期から 定期的に妊婦健診を受診するこ と が重要である。 経済的な理由で受
診を控えている方を対象に、 妊娠判定に要する費用を助成する本事業は、 少子化が進む現在の社会情勢や市民ニーズに
適合し ていると 考えら れるため。

市と し ても 取り 組んでいる少子化対策の一環になっ ていると 考えら れるため。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

当補助金は現在、 申請時点で既に妊娠判定を受診済である者には申請者に補助金を、 未受診の者については、 受診券を
交付し 、 委託医療機関に支払いを行っ ている。

2 / 4 ページ



５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を 記載し た
実績報告が提出さ れているか。

再交付の金額、 内容

再交付を 行っ ている理由

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

Ａ 　 目的どおり である

再交付先の名称、 件数等

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を 行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を 記載

② 領収書又は契約書の写し 等を 添付さ せているか。 〇

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数

場所や備品、 消耗品等を無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を行っ ている
有料施設等の使用料補助を行っ て
いる

該当なし

( 5)  実績報告等

× ②をも っ て実績報告と みなす

－

う ち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を行っ ている

その他
（ ある場合は右欄に内容を記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある 場合、 そのよ う な支援を 行っ ている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営へ
の努力をし ている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有し ている。

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度
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６ 　 令和6年度の方向性

①現状維持

判断理由

妊娠判定に係る 経費については助成事業が他になく 、 経済的な理由で受診を 控える夫婦も 少なく
ない現状がある 。 妊娠を 確認する 初回の受診料を 市が関与し て助成する こ と で、 妊娠初期から の
支援体制を 確保するこ と が出来る ため、 継続する必要がある 。 令和5年4月から 1万円を 上限と し
た国の補助が開始し たが、 直接補助ではなく 、 間接補助であるため、 市の関与は今後も 必要であ
る 。

方向性
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１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

( 成果指標を 設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

（ 補助金を 導入し た経緯や補助金交付の目的を 具体的に記入する 。 ）

がん患者のがん治療に伴う 外見の変化を補い心理的、 経済的負担を軽減すると と も
に、 就労等の社会参加を促進し 、 療養生活の質の維持向上を図るこ と を目的と する。

（ 補助金の交付対象者を 具体的に記入する。 ）

薬物療法・ 放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、 がん治療による外
見の変貌を補完する補整具の購入し た者。 （ 全年齢対象）

（ 補助金の交付対象事業を 具体的に記入する 。 事業費補助でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

1/2

補整具（ ウィ ッ グ又は乳房補整具） １ 種類につき 上限20, 000円

助成件数（ 累計） 件

0 25

R6年度 R8年度 R10年度

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する。 ）

成果指標 単位

現状値

終期 令和９ 年３ 月３ １ 日

R7年度

25 25

R9年度

25 25

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

125 R10

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
補助金の実効性を高めるため、 実情に応じ た見直し を実施する
ため

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かる よう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を 超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

医療用ウィ ッ グ・ 乳房補整具の購入費に対する助成

（ 補助対象と なる 経費を 具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

医療用ウィ ッ グまたは乳房補整具の購入費

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

生駒市アピアラ ンスケア支援事業補助金

生駒市がん患者のアピアラ ンスケア支援事業実施要綱

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 健康課

補助金の導入経緯・ 目的
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３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準による検証

( 4)  補助内容の妥当性

〇

公的医療保険や医療費控除の対象と なら ないため、 経済的負担の軽減を 行う こ と ができ る 。

県内各市町村でも 助成を 実施し ており 、 当市で実施する こ と についても 基本的方針に合致する 。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

医療用ウイ ッ グや乳房補整具については、 個々人の身体的な特徴に合わせた対応が必要である ため、 現物を 直接給付する
などでは目的を 果たすこ と ができ ない可能性が高い。

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

がん治療に伴う 外見の変化を 補い心理的、 経済的負担を 軽減する と と も に、 就労等の社会参加を 促進し 、 療養生活の質の
維持向上を 図る こ と ができ る 。

Ａ 　 目的どおり である

NPO法人などの団体が共助の取り 組みを 行っ ている が、 すべての自治体にその団体が存在する わけではなく 、 またそのよ
う な団体の補助を行う 資金源も 寄附等に頼っ ており 全国の市民を 賄う ほどの資金力はない。 そのため市で補助金を 交付す
る こ と によ り 市民でがんの治療によ り 苦し んでいる 方の心理的、 経済的負担軽減を 図る こ と ができ る。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待できるか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を 含めて記入）

医療用ウイ ッ グや乳房補整具については、 公的医療保険や医療費控除の対象と なら ないため、 全額自己負担と なっ てお
り 、 補助を 実施する こ と によ り 経済的負担の軽減を 行う こ と ができ る 。

再交付先の名称、 件数等

再交付を行っ ている理由

Ｂ 　 一定程度期待でき る

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替など）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

Ｂ 　 一定程度ある

Ｂ 　 一定程度認めら れる

( 1)  公益性

0. 0%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

再交付の金額、 内容

0

R4決算額 執行率 R3予算額R4予算額

0

執行率

0 0 0. 0% 0

R6予算額

50

25

25

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

0
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６ 　 令和6年度の方向性

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度

判断理由

令和６ 年度から の新規補助金

方向性

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営への
努力を し ている 。

② 交付団体等において適正な監査機能を 有し ている 。

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る 。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

その他
（ ある場合は右欄に内容を 記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある場合、 そのよう な支援を行っ ている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

う ち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を 行っ ている

場所や備品、 消耗品等を 無償貸与
し ている

有料施設等の減免を 行っ ている
有料施設等の使用料補助を 行っ て
いる

( 5)  実績報告等

×
医療用ウィ ッ グ・ 乳房補整具の購入費に対する
助成であり 申請時点で、 補助対象者、 対象経費
を 確認するため

―

② 領収書又は契約書の写し 等を添付さ せているか。 〇

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を記載し た
実績報告が提出さ れているか。

3 / 3 ページ



１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

（ 補助金を導入し た経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。 ）

予防接種は原則居住地での接種である が、 保護者が里帰り を し ている 場合や被接種者
が長期入院し ている など、 通常の方法により 定期接種を 受ける こ と が困難な場合に、
予防接種を 受ける機会を 確保すると いう 目的で導入さ れた。 （ 定期接種実施要領第１
の２ １ より ）
（ 補助金の交付対象者を具体的に記入する。 ）

平成９ 年４ 月１ 日付けで奈良県知事、 奈良県市長会長、 奈良県町村会長、 奈良県医師
会長と の間に交わし た「 覚書」 で規定する接種制度（ １ 次接種、 ２ 次接種、 慢性疾患
１ 次接種） が利用でき ない場合で、 かつ、 次に掲げる 理由によ り 予防接種を受けた市
民
( 1) 　 小児の定期予防接種については、 市内にかかり つけ医がない場合。
( 2) 　 市外の医療機関に入院し 、 又は市外の介護老人福祉施設及び介護老人保健施設
等に入所し ている場合。
( 3) 　 介護保険認定者が市外の家族宅で療養し ている 場合。
( 4) 　 市外で里帰り 出産を し た場合。
（ 補助金の交付対象事業を具体的に記入する。 事業費補助でない場合は、 その理由を記入する。 ）

補助対象者が負担し た予防接種費用

当該年度に委託先と 契約及び覚書で締結し た予防接種及びイ ン
フ ルエン ザ予防接種の単価から 個人負担金を引いた額

予防接種法の規定に基づき 実施さ れる予防接種であるため

（ 補助金の終期と 設定し た理由を具体的に記入する。 終期を設定できない場合は、 その理由を記入する。 ）

成果指標 単位

終期 設定でき ない

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠

予防接種費用は高額なも のも あり 、 やむを 得ず市内指定医療機
関では接種でき ない方への費用の補助である. 予防接種は個人予
防や集団防衛の観点から 必要不可欠なも のであり 、 接種する 意
思のある 市民が接種し やすい環境を 整える こ と はニーズに適合
し ている と 考えら れる 。 対象者によ っ て県外医療機関での接種
が一時的なも のであっ たり 、 期間が未定であっ たり する ため、
補助を 継続する 必要がある と 判断する。

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かるよう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

予防接種法の規定に基づき 実施さ れる 予防接種を 受けた者に対し 、 接種に要する 経費
について予算の範囲内において補助金を 交付する も の

（ 補助対象と なる経費を具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を記入する。 ）

予防接種法の規定に基づき 実施さ れる 予防接種に要する 経費

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

予防接種補助金

生駒市予防接種補助金交付要綱

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 健康課

補助金の導入経緯・ 目的
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①

②

( 成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準による 検証

予防接種は個人予防や集団防衛の観点から 必要不可欠なも のであり 、 接種する意思のある市民が接種し やすい環境を整
えるこ と はニーズに適合し ていると 考えら れる。

安全で、 安心し て健康に暮ら せるまちと いう 取り 組みの中で、 やむを得ず県外で生活し ている方に保障や費用面におい
ても 安心し て予防接種が受けら れる体制を 整備するこ と は合致し ていると いえる。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

平成９ 年４ 月１ 日付けで奈良県知事、 奈良県市長会長、 奈良県町村会長、 奈良県医師会長と の間に交わし た「 覚書」 で
規定する接種制度（ 県内乗り 入れ制度） が利用できない県外医療機関での接種者を対象と し ている。

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

210件　 1, 872千円

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

予防接種費用は高額なも のも あり 、 やむを 得ず市内指定医療機関では接種でき ない方への費用の補助であるため福祉向
上の増進につながっ ていると いえる。

定期予防接種の実施主体は市町村であるため。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待でき る か。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を含めて記入）

毎年、 一定数の申請件数を維持し ており 、 高い接種率を維持でき ている。

Ｂ 　 一定程度期待でき る

① 市が関与する 妥当性はある か。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

Ａ 　 大いにある

Ａ 　 認めら れる

( 1)  公益性

R6年度 R8年度 R10年度

55. 7%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ている か。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ている か。

1, 578

R4決算額

現状値 R7年度

執行率 R3予算額

補助金を交付するこ と で、 市内医療機関で接種できない方にも 定期接種を受ける機会を確保するこ と を図る。

R4予算額

R9年度

2, 748

執行率

2, 396 1, 013 42. 3% 2, 833

2, 748 2, 396 1, 013 2, 833 1, 578

R6予算額

3, 563

3, 563

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

1, 872

1, 872
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６ 　 令和6年度の方向性

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度

①現状維持

判断理由

予防接種費用は高額なも のも あり 、 やむを得ず市内指定医療機関では接種でき ない方への費用の
補助である . 予防接種は個人予防や集団防衛の観点から 必要不可欠なも のであり 、 接種する 意思
のある 市民が接種し やすい環境を整える こ と はニーズに適合し ている と 考えら れる 。 対象者に
よっ て県外医療機関での接種が一時的なも のであっ たり 、 期間が未定であっ たり するため、 補助
を継続する 必要がある と 判断する。

方向性

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営への
努力をし ている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有し ている。

( 7)  補助金交付先に対する 市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

その他
（ ある場合は右欄に内容を記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある 場合、 そのよ う な支援を 行っ ている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

う ち 前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち 臨時職員

市が事務局業務を行っ ている

場所や備品、 消耗品等を無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を行っ ている
有料施設等の使用料補助を行っ て
いる

該当なし

( 5)  実績報告等

× ②をも っ て実績報告と みなす

―

② 領収書又は契約書の写し 等を 添付さ せている か。 〇

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ている か。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を 行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を 記載

Ａ 　 目的どおり である

再交付先の名称、 件数等

再交付を行っ ている 理由

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を 記載し た
実績報告が提出さ れている か。

再交付の金額、 内容
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１ 　 補助金の基本データ

（ 補助金を導入し た経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。 ）

現在、 国の施策と し て特定不妊治療に係る経費の助成事業は行われているが、 一般不
妊治療に係る 経費については助成事業がなく 、 治療に要する 費用が高額なため治療を
あき ら めざる を えない夫婦も 少なく ない現状がある 。 平成28年度から は不育症治療費
助成制度を 実施し ている が、 妊娠にまで至ら ない人への一般不妊治療費を助成する こ
と で、 妊娠出産を 実現でき る 夫婦の増加が期待でき る。
子ども を 望む夫婦の希望の実現を 図る こ と を 目的に不妊症の検査及び一般不妊治療に
係る 費用の助成を 行う 。
（ 補助金の交付対象者を具体的に記入する。 ）

以下要件を 全て満たす者
・ 治療期間中及び申請日において、 法律上の婚姻を し ている 夫婦（ 婚姻の届出を し て
いないが事実上婚姻関係と 同様の事情にある 者を 含む。 ）
・ 治療期間中及び申請日において、 夫婦のう ち いずれかが、 本市に住民登録を 有する
者である こ と 。
・ 治療期間中及び申請日において、 夫婦のいずれも が医療保険各法に規定する 被保険
者、 組合員又は被扶養者であるこ と 。
・ 申請日の前々月の月末において、 夫婦のいずれも が、 本市に納付すべき 市税を 滞納
し ていないこ と
・ 治療開始日における妻の年齢が、 43歳未満である こ と 。
（ 補助金の交付対象事業を具体的に記入する。 事業費補助でない場合は、 その理由を記入する。 ）

医療保険の適用を 受ける診療に係る本人負担分の費用の額及び
医療保険の適用を 受けない診療に係る 費用の額の夫婦の合計額
（ 高額療養費の支給及び付加給付を受けた場合は、 当該合計額
から 当該給付額等を 控除し た額。 ） ） の２ 分の１ の額

50, 000円

（ 補助金の終期と 設定し た理由を具体的に記入する。 終期を設定でき ない場合は、 その理由を記入する。 ）

終期 設定でき ない

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠

国の施策と し て特定不妊治療に係る経費の助成事業は行われて
いるが、 一般不妊治療に係る 経費については助成事業がなく 、
治療に要する費用が高額なため治療を あき ら めざる を えない夫
婦も 少なく ない現状がある 。 妊娠にまで至ら ない人への一般不
妊治療費を 市が関与し て助成する こ と で、 妊娠出産を 実現でき
る 夫婦の増加が期待でき る と 考えら れる ため、 継続が必要と 判
断する 。

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かるよう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

不妊に悩む夫婦に対し 、 不妊治療に要する費用の一部を 予算の範囲内において助成

（ 補助対象と なる経費を具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を記入する。 ）

産婦人科又は泌尿器科を 標榜する 日本国内の医療機関において不妊症と 診断さ れた者
が、 当該医療機関において受ける 不妊検査及び不妊治療（ 男性不妊を 含む） に係る 費
用

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

一般不妊治療費助成金

生駒市一般不妊治療費助成事業実施要綱

補助率・ 補助単価

所属 健康課

補助金の導入経緯・ 目的
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２ 　 成果指標

①

②

①

②

( 成果指標を設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準によ る 検証

望んでいるにも 関わら ず、 子ども に恵まれない夫婦は、 約10組に1組と も いわれており 、 実際に不妊治療を 受ける夫婦
も 年々増加し ている。 高額の医療費がかかる不妊治療に要する費用を 助成する本事業は社会情勢や市民ニーズに適合
し ていると 考えら れるため。

市と し ても 取り 組んでいる少子化対策の一環になっ ていると 考えら れるため。

( 2)  必要性

不妊治療のためには、 高額な医療費がかかるため、 まずその費用自体を助成し 経済的支援を するこ と が必要と 考えら
れるため。

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

72件　 2, 044千円（ 令和5年度は72件の助成に対し て、 28件の妊娠成立（ 38. 89％） ）

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

不妊治療の経済的負担の軽減を 図るこ と で、 次世代育成支援の一環と なっ ていると 考えら れるため。

国の施策と し て特定不妊治療に係る経費の助成事業は行われているが、 一般不妊治療に係る経費については助成事業
がなく 、 治療に要する費用が高額なため治療を あき ら めざるを えない夫婦も 少なく ない現状がある。 妊娠にまで至ら
ない人への一般不妊治療費を 市が関与し て助成するこ と で、 妊娠出産を実現でき る夫婦の増加が期待でき ると 考えら
れるため。

Ａ 　 合致し ている

① 市が関与する 妥当性はある か。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替な
ど）
（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

Ａ 　 大いにある

( 1)  公益性

R6年度 R8年度 R10年度

149. 9%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ている か。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ている か。

4, 198

R4決算額

成果指標 単位

現状値 R7年度

執行率 R3予算額

一般不妊治療費を 助成するこ と で、 妊娠出産を 実現でき る夫婦の増加を 図る。

R4予算額

R9年度

目標値 目標年度

3, 880

執行率

3, 950 3, 053 77. 3% 2, 800

3, 880 3, 950 3, 053 2, 800 4, 198

R6予算額

6, 000

6, 000

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

2, 044

2, 044
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営へ
の努力を し ている。

② 交付団体等において適正な監査機能を 有し ている。

( 7)  補助金交付先に対する 市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

その他
（ ある場合は右欄に内容を記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある 場合、 そのよ う な支援を 行っ ている 理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

う ち 前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち 臨時職員

市が事務局業務を 行っ ている

場所や備品、 消耗品等を無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を行っ ている
有料施設等の使用料補助を 行っ て
いる

該当なし

( 5)  実績報告等

× ②を も っ て実績報告と みなす

―

② 領収書又は契約書の写し 等を 添付さ せている か。 〇

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている 助成（ 該当項目全てに〇）

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  団体等の構成人数

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ている か。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を 行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

Ａ 　 目的どおり である

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待でき る か。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を含めて記入）

一般不妊治療費助成事業の申請者のう ち妊娠成立し た件数が毎年数十件程あるこ と を踏まえると 、 本事業による補助
金の交付の効果が認めら れると 考えら れる ため。

再交付先の名称、 件数等

再交付を行っ ている理由

Ｂ 　 一定程度期待でき る

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

Ｂ 　 一定程度認めら れる

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を 記載し た
実績報告が提出さ れている か。

再交付の金額、 内容
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６ 　 令和6年度の方向性

①現状維持

判断理由

国の施策と し て特定不妊治療に係る 経費の助成事業は行われている が、 一般不妊治療に係る 経費
については助成事業がなく 、 治療に要する費用が高額なため治療を あき ら めざる を えない夫婦も
少なく ない現状がある 。 妊娠にまで至ら ない人への一般不妊治療費を 市が関与し て助成する こ と
で、 妊娠出産を 実現でき る 夫婦の増加が期待でき る と 考えら れる ため、 継続が必要と 判断する。

方向性
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１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

（ 補助金を導入し た経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。 ）

骨髄ド ナーに対し 助成金を 交付するこ と によ り 、 通院等に伴う 経済的負担の軽減を 図
り 、 も っ て骨髄等の移植を 推進するこ と を 目的と する。

（ 補助金の交付対象者を具体的に記入する。 ）

次のいずれにも 該当する 者
( 1)  骨髄バンク を 介し て骨髄等の提供を 完了し た者
( 2)  髄等を 提供し たにおいて、 住基本台帳法（ 昭和４ ２ 年法律第８ １ 号） に基づき 本
市の住基本台帳に記録さ れている者

（ 補助金の交付対象事業を具体的に記入する。 事業費補助でない場合は、 その理由を記入する。 ）

２ 万円に上記補助対象経費の日数の総数を 乗じ て得た額と し 、
１ 回の骨髄等の提供につき １ ４ 万円を 限度と する。

140, 000円

患者負担額は数万円から 30万円程度と 言われているが、 採取施
設や入院日数によっ て異なるため、 上記補助額と なる

補助金申請数 件

1 2

R6年度 R8年度 R10年度

（ 補助金の終期と 設定し た理由を具体的に記入する。 終期を設定でき ない場合は、 その理由を記入する。 ）

成果指標 単位

現状値

終期 令和7年3月31日

R7年度

2 2

R9年度

2 2

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

10 10

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
補助金の実効性を 高めるため、 実情に応じ た見直し を 実施する
ため

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かるよう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

健康診断、 自己血貯血のための通院、 骨髄等の採取のための入院の日数、 その他骨髄
バンク ・ 医療機関が必要と 認める通院・ 入院

（ 補助対象と なる経費を具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を記入する。 ）

健康診断、 自己血貯血のための通院、 骨髄等の採取のための入院の日数、 その他骨髄
バンク ・ 医療機関が必要と 認める通院・ 入院

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

骨髄移植ド ナー支援事業助成金

生駒市骨髄移植ド ナー支援事業助成金交付要綱

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 健康課

補助金の導入経緯・ 目的
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( 成果指標を設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準によ る検証

骨髄バンク に登録し て骨髄移植を行う 場合、 骨髄を提供するための入院の前段階での通院・ 自己血貯血や検査・ 骨髄移
植のための入院に１ 週間程度必要になる。 し かし 、 全国的にも 移植のための特別休暇を整備し ている事業所は少なく 、
複数日休暇を取るこ と のハード ルは高い状況下において、 助成による経済的な負担の軽減は社会情勢・ ニーズに適合し
ていると 考えら れる。

県内各市町村でも 助成を実施し ており 、 当市で実施するこ と についても 基本的方針に合致する。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

骨髄移植のための特別休暇を整備し ている会社、 事業所が未だ少ない現状、 助成と いう 形で市が関与し 、 骨髄移植ド
ナーの経済的負担の軽減を図るこ と が、 骨髄移植の推進につながると 考えら れるため。

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

骨髄移植ド ナーに対し て助成金を交付するこ と により 、 通院等に伴う 経済的な負担の軽減を図るこ と で、 骨髄等の移植
の推進につながると 考えら れるため。

骨髄移植のための特別休暇を整備し ている会社、 事業所が未だ少ない現状、 助成と いう 形で市が関与するこ と により 、
骨髄の移植の障壁を取り 除く こ と につながると 考えら れるため。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待でき るか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を含めて記入）

経済的、 心理的負担を軽減するこ と により 、 骨髄等の提供者の増加に資する

Ｂ 　 一定程度期待でき る

① 市が関与する 妥当性はある か。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよう に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

Ａ 　 大いにある

Ｂ 　 一定程度認めら れる

( 1)  公益性

0. 0%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

0

R4決算額 執行率 R3予算額R4予算額

280

140 140

執行率

280 0 0. 0% 0

140 140 0

R6予算額

280

140

140

0

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

280

140

140
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営へ
の努力をし ている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有し ている。

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

その他
（ ある場合は右欄に内容を記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある 場合、 そのよ う な支援を 行っ ている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

う ち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を行っ ている

場所や備品、 消耗品等を無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を行っ ている
有料施設等の使用料補助を行っ て
いる

該当なし

( 5)  実績報告等

× ②をも っ て実績報告と みなす

―

② 領収書又は契約書の写し 等を 添付さ せているか。 〇

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を 行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を 記載

Ａ 　 目的どおり である

再交付先の名称、 件数等

再交付を 行っ ている理由

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を 記載し た
実績報告が提出さ れているか。

再交付の金額、 内容
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６ 　 令和6年度の方向性

①現状維持

判断理由

骨髄バン ク に登録し て骨髄移植を 行う 場合、 骨髄を 提供する ための入院の前段階での通院・ 自己
貯血や検査・ 骨髄移植のための入院に１ 週間程度必要になる 。 し かし 、 全国的にも 移植のための
特別休暇を 整備し ている事業所は少なく 、 複数日休暇を 取る こ と のハード ルが高い状況下におい
て、 助成による 経済的な負担の軽減を 図るこ と により 、 骨髄移植を 推進する必要があるため。

方向性
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１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

（ 補助金を 導入し た経緯や補助金交付の目的を 具体的に記入する 。 ）

HPVワク チンの積極的勧奨の差控えにより 、 予防接種法（ 昭和２ ３ 年法律第６ ８ 号） 第
５ 条第１ 項に規定する予防接種（ 以下「 定期接種」 と いう 。 ） の機会を逃し た平成９
年４ 月２ 日から 平成１ 7年４ 月１ 日までの間に生まれた女子について、 定期接種の対象
年齢を過ぎてHPV感染症に係る任意接種を受けたも のについて、 当該任意接種の費用の
助成を行う ため。

（ 補助金の交付対象者を 具体的に記入する。 ）

次の全てに該当するも の
( 1) 令和４ 年４ 月１ 日時点で生駒市に住民登録がある平成９ 年４ 月２ 日から 平成１ ７ 年
４ 月１ 日までの間に生まれた女子
( 2) １ ６ 歳と なる日の属する年度の末日までにヒ ト パピローマウイ ルス感染症に係る定
期接種において３ 回の接種を完了し ていない者
( 3) １ ７ 歳と なる日の属する年度の初日から 令和４ 年３ 月３ １ 日までに日本国内の医療
機関で組み換え沈降２ 価HPVワク チン、 組み換え沈降４ 価HPVワク チン又は組み換え沈
降９ 価HPVワク チンの任意接種を受け、 実費を負担し た者
（ 補助金の交付対象事業を 具体的に記入する 。 事業費補助でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

被接種者1人につき３ 回接種分までと し 、 補助金の額はHPVワク
チンの任意接種１ 回につき12, 000円

36, 000円（ 1回につき 12, 000円）

定期接種の機会を逃し たこ と により 任意接種を行っ た者を、 費
用面で救済するも のであるため

R6年度 R8年度 R10年度

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する。 ）

成果指標 単位

現状値

終期 2025年5月31日

R7年度 R9年度

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠 国が定める終期

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かる よう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を 超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

当該任意接種の費用の助成を行う も の

（ 補助対象と なる 経費を 具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

HPVワク チンの任意接種に係る費用

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

生駒市ヒ ト パピローマウイ ルス感染症に係る任意接種費用補助金

生駒市ヒ ト パピローマウイ ルス感染症に係る任意接種費用補助金交付要綱

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 健康課

補助金の導入経緯・ 目的
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( 成果指標を 設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準による検証

予防接種は個人予防や集団防衛の観点から 必要不可欠なも のであり 、 接種する 意思のある 市民が接種し やすい環境を 整え
る こ と はニーズに適合し ている 。

安全で、 安心し て健康に暮ら せる まちと いう 取り 組みの中で、 費用面においても 安心し て予防接種が受けら れる 体制を 整
備する こ と は合致し ている 。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

厚生労働省から も 、 市区町村の判断で当該任意接種の費用の助成を 行う こ と が示さ れている ため、 代替策はない。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

8件　 96千円

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

定期接種の対象年齢であり ながら も 接種を 受ける 機会を 逃し た方を 対象に、 HPVワク チン の定期接種（ 3回） の不足回数分
を 定期接種と し て取り 扱う キャ ッ チアッ プ接種が令和4年4月1日に開始さ れるこ と と なっ たが、 キャ ッ チアッ プ接種の定
期接種の開始前に任意接種でHPVワク チン の接種を 受けている方に対し ても 費用を一部補助する こ と で、 市民の利益につ
ながっ ている 。

定期予防接種の実施主体は市町村である ため。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待できるか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を 含めて記入）

定期接種の機会を逃し たこ と によ り 任意接種を 行っ た者を 、 費用面で救済する も のであり 、 キャ ッ チアッ プ接種を 行う 者
と の公平性に資する も の。

Ａ 　 期待でき る

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替など）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

Ａ 　 大いにある

Ａ 　 認めら れる

( 1)  公益性

0. 0%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

0

R4決算額 執行率 R3予算額

積極的勧奨の差控えによ り 、 定期接種の機会を逃し 、 任意接種し た方に対し てその費用を助成する こ と で、 キャ ッ チアッ プ接
種を 受けた方と の公平性を図る 。

R4予算額

600

執行率

1, 800 1, 668 92. 7% 0

600 1, 800 1, 668 - -

R6予算額

240

240

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

96

96
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営への
努力を し ている 。

② 交付団体等において適正な監査機能を 有し ている 。

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る 。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

その他
（ ある場合は右欄に内容を 記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある場合、 そのよう な支援を行っ ている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

う ち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を 行っ ている

場所や備品、 消耗品等を 無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を 行っ ている
有料施設等の使用料補助を 行っ て
いる

該当なし

( 5)  実績報告等

× 申請を 実績報告と みなし ている。

代わり に接種し たこ と を 証する書類を 添付さ せ
ている 。

―

② 領収書又は契約書の写し 等を添付さ せているか。 ×

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

Ａ 　 目的どおり である

再交付先の名称、 件数等

再交付を行っ ている理由

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を記載し た
実績報告が提出さ れているか。

再交付の金額、 内容
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６ 　 令和6年度の方向性

①現状維持

判断理由

キャ ッ チアッ プ接種の定期接種の開始前に任意接種でHPVワク チンの接種を受けている方に対し て
も 費用を一部補助する制度であり 、 厚生労働省から も 、 市区町村の判断で当該任意接種の費用の
助成を行う こ と が示さ れているも のであるが、 対象者は既に接種を済ませており 、 施行年度内に
申請を行う こ と が可能であるため3年間の事業終期を設定し 、 事業を実施する。

方向性
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１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

食品衛生協会等補助金

生駒市食品衛生団体等補助金交付要綱

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 健康課

補助金の導入経緯・ 目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

食品衛生思想の普及啓発に関する事業、 食品衛生講習会の開催に関する事業、 食品衛
生指導員等による巡回指導に関する事業、 食品関係営業施設従事者の保菌検査の奨励
に関する事業、 その他食品衛生の向上及び増進を図るため市長が適当と 認める事業

（ 補助対象と なる 経費を 具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

食品衛生思想の普及啓発に関する事業、 食品衛生講習会の開催に関する事業、 食品衛
生指導員等による巡回指導に関する事業、 食品関係営業施設従事者の保菌検査の奨励
に関する事業、 その他食品衛生の向上及び増進を図るため市長が適当と 認める事業に
係る費用

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
補助金の実効性を高めるため、 実情に応じ た見直し を実施する
ため

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かる よう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を 超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

R9年度

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する。 ）

成果指標 単位

現状値

終期 令和7年3月31日

R7年度R6年度 R8年度 R10年度

１ 団体につき 270, 000円

270, 000円

対象事業は定めら れているが、 運営費補助の要素が強いため

（ 補助金を 導入し た経緯や補助金交付の目的を 具体的に記入する 。 ）

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するこ と を目的と する活動を行う 団体等に
対し て、 当該事業に要する経費について補助金を交付し 、 公衆衛生の向上及び増進を
図るため
（ 補助金の交付対象者を 具体的に記入する。 ）

所在地及び主たる活動場所が生駒市内である市民活動団体、 Ｎ Ｐ Ｏ 法人、 任意団体等
の団体で、 補助事業の実施を主たる目的と するも の
（ 補助金の交付対象事業を 具体的に記入する 。 事業費補助でない場合は、 その理由を 記入する。 ）
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( 成果指標を 設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準による検証

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

270

270

R6予算額

270

270 270 270 180 270 90

270

執行率

270 180 66. 7% 270

執行率 R3予算額

上記補助対象事業が適正に実施さ れ、 公衆衛生の向上及び増進が図ら れる こ と 。

R4予算額

33. 3%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

90

R4決算額

Ａ 　 大いにある

Ｂ 　 一定程度認めら れる

( 1)  公益性

Ｂ 　 一定程度期待でき る

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替など）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

食品衛生指導員の資格を 有する 会員を中心に、 食中毒広報活動や食品施設巡回指導等を 通じ て広く 食中毒予防を 呼びか
け、 食中毒予防講習会、 食品衛生講習会などに取り 組むこ と で、 食中毒を 含む食品事故の防止に努めている ため。

食品衛生協会の活動は、 食中毒予防や受動喫煙対策等、 食品生成の向上のための活動であり 、 市民の健康を 守る も のであ
る こ と から 市の関与も 必要である と 考えら れる 。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待できるか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を 含めて記入）

奈良県内における食中毒の発生件数は過去５ 年間（ H27～H31年度） で計４ ３ 件発生し ている が、 生駒市内においては３
件にと どまっ ており 、 同協会の活動によ る 食中毒予防の活動に対し て、 効果が認めら れる 。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

１ 件、 １ 団体に270, 000円交付

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

食品衛生法の改正によ る HACCPに沿っ た衛生管理の義務づけや、 健康増進法改正に伴う 望まない受動喫煙の防止への取組
等、 社会情勢の変遷に対応し た取り 組みの強化を 行う こ と で、 市民の安全につながる 活動を 行っ ている ため。

平成３ ０ 年度から 令和４ 年度までの５ 年間を 計画期間と する第３ 期食育推進計画を 策定（ 計画期間を令和６ 年度まで２ 年
間延長し 、 現在第４ 期計画を 策定作業中） し 、 食育を 推進する ための様々な施策を 展開し ており 、 市の政策方針と も 合致
する 。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

食品関係営業の全業種を 包吟する 食品衛生においての唯一の指導団体であり 、 代替策はないと 考えら れる 。
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６ 　 令和6年度の方向性

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を記載し た
実績報告が提出さ れているか。

再交付の金額、 内容

再交付を行っ ている理由

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

Ａ 　 目的どおり である

再交付先の名称、 件数等

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

② 領収書又は契約書の写し 等を添付さ せているか。 〇

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数 329

場所や備品、 消耗品等を 無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を 行っ ている
有料施設等の使用料補助を 行っ て
いる

該当なし

( 5)  実績報告等

〇

―

う ち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

248

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を 行っ ている

755

755

257

その他
（ ある場合は右欄に内容を 記入）

86

( 5)  ( 4) で該当項目がある場合、 そのよう な支援を行っ ている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る 。

〇

〇

〇

無

会員から の会費の確保、 また経費削減に取り 組
んでいる 。

判断理由

監査委員によ り 適正に監査がなさ れいている 。

( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営への
努力を し ている 。

② 交付団体等において適正な監査機能を 有し ている 。

1, 014

971

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

85

①現状維持

判断理由

食品衛生協会は、 食品関係営業の全業種を包吟する食品衛生においての唯一の指導団体である。
同協会の活動は、 食中毒予防や受動喫煙対策等、 食品生成の向上のための活動であり 、 市民の健
康を守るも のであるこ と から 市の関与も 必要である。 また、 上記の活動を行う こ と で、 公衆衛生
の向上及び増進を図るため継続し て行う 必要があるこ と から 継続が必要と 判断する。

( 1) に同じ

経費の領収書が提出さ れ、 対象・ 対象外の確認
が明確にと れる 。

134

726

726

方向性

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

1, 021

1, 021

食品衛生協会　 生駒支部

1, 014

971

平成30年度
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１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

看取り 体制強化事業

看取り 体制強化事業補助金要綱（ 案）

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 地域医療課

補助金の導入経緯・ 目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

タ ーミ ナルケアと グリ ーフ ケアの両方を 行っ た事業所に対し て、 補助金を 交付する 。

（ 補助対象と なる 経費を 具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

各事業所やケースにより 異なる ためグリ ーフ ケア実施件数を 対象と する 。

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

72件 令和8年

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠 第9期生駒市介護保険事業計画が３ 年に１ 回改訂さ れるため

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かる よう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を 超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

58件

R9年度

60 72

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する。 ）

成果指標 単位

現状値

終期

令和8年

3年後に事業継続について検討

R7年度R6年度 R10年度

58480 40

介護事業所への補助金交付件数

診療所への補助金交付件数

件（ 人）

件（ 人）

0 50

R8年度

予算の範囲内

事業費が明確でないため、 補助率は不明　

（ 補助金を 導入し た経緯や補助金交付の目的を 具体的に記入する 。 ）

【 現状】
◇第8次奈良県保健医療計画及び第9期生駒市介護保険事業計画において、 在宅患者数がピ ーク を
迎える 2040年に向けて、 在宅医療の提供体制の構築が求めら れている 。
◇持続可能で効率的な在宅医療の提供体制を整える ためには、 医療従事者や行政がACPやグリ ー
フ ケア、 看取り を 十分に理解し た上で、 本人や家族が人生の最終段階における 望む場所での看取
り を 行える よ う 、 体制の強化、 連携し た取り 組みが求めら れている 。
【 課題】 在宅療養に取り 組むこ と ができ る 事業所（ 医療機関や介護事業所） の維持・ 増加や、 す
でに在宅療養に取り 組んでいる 医療介護従事者等が安心し て働ける 職場環境の整備等が必要であ
る。 タ ーミ ナルケアは、 診療（ 介護） 報酬算定が可能だが、 グリ ーフ ケアは診療（ 介護） 報酬に
よる 算定がないこ と から 、 普及展開が進んでいないこ と が考えら れる 。
【 目的】 上記の現状・ 課題を 少し でも 行政と し て本事業に取り 組むこ と で、 持続可能な在宅医療
の提供体制を 支援する。

（ 補助金の交付対象者を 具体的に記入する。 ）

タ ーミ ナルケア加算等を 算定し ており 、 グリ ーフ ケアを 実施し た市内の介護事業所及び診療所

（ 補助金の交付対象事業を 具体的に記入する 。 事業費補助でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

補助単価： 12, 500円（ 1件）
（ 診療報酬のタ ーミ ナルケア加算に準ずる）
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( 成果指標を 設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準による検証

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

0

0 0

R6予算額

1, 125

1, 125 0 0 0 0

執行率

0 0 0. 0% 0

執行率 R3予算額R4予算額 R4決算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

00

Ｂ 　 一定程度認めら れる

( 1)  公益性

0. 0%

R3決算額R5予算額

Ｂ 　 一定程度期待でき る

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替など）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

今後、 高齢者の増加や在宅移行が進む一方で、 在宅医療及び看取り は、 身体的・ 精神的・ 経済的にも 専門職に負荷がか
かっ ている 状況である 。 医療・ 介護従事者の不足が懸念さ れる 中、 在宅医療を 含む市民が望むケアが提供さ れる 体制整備
が必要である 。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待できるか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を 含めて記入）

看取り を 実施する事業所の維持または増加が期待でき る 。 また、 実績報告によ り 、 在宅看取り 件数や事業所数の推移及び
グリ ーフ ケアの内容を 把握する こ と ができ る ため、 効果的な施策展開につなげるこ と ができ る 。

Ａ 　 大いにある

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

市民が在宅での看取り 等について十分に認識、 理解を し たう えで、 人生の最終段階における 望む場所での看取り を 行える
よ う になる と 考える 。

高齢者の増加や医療介護従事者の高齢化や不足によ り 、 在宅医療が不足する こ と が見込まれる 。 また、 コ ロ ナ禍で病院や
施設での面会制限によ り 、 自宅や住宅型施設等で最期を 迎えたいと 希望する 方が増えている 。

第９ 期生駒市介護保険事業計画において、 在宅医療・ 介護連携の推進及び人材の確保・ 育成・ 定着、 資質の向上が重点施
策に位置づけら れている 。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

看取り ケアは、 市内の各種事業所にて実施さ れる こ と が重要であり 、 特定の事業所への委託によ る 提供体制は望まし く な
い。 また、 医療・ 介護ケアの提供になる ため行政によ る 直接執行はでき ない。
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６ 　 令和6年度の方向性

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を記載し た
実績報告が提出さ れているか。

再交付の金額、 内容

再交付を行っ ている理由

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

Ａ 　 目的どおり である

再交付先の名称、 件数等

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

〇

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数

場所や備品、 消耗品等を 無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を 行っ ている
有料施設等の使用料補助を 行っ て
いる

( 5)  実績報告等

〇

―

② 領収書又は契約書の写し 等を添付さ せているか。

う ち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を 行っ ている

その他
（ ある場合は右欄に内容を 記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある場合、 そのよう な支援を行っ ている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る 。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営への
努力を し ている 。

② 交付団体等において適正な監査機能を 有し ている 。

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

判断理由

令和６ 年度から 開始予定

方向性

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度
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